
　　　  年　　　月　　　日

草花神社氏子会加入について

い　 ざ　 な　 ぎ の みこと

　　１．趣意 祭 神　『　伊　邪　那　岐　尊　他　五　柱　』

　草花神社は、明治二年まで草花１４７６番地の平地に十二天と称し鎮座、同年九月改称し、
さらに現在の「草花１７８７番地」の山上を選定して明治四年着工して神殿、神楽坂、玉垣、
手洗鉢等を完成させて明治十年村社に列せられた。
その後は昭和四十年九月神殿を改装し、昭和六十二年に幟、狛犬、石段の手摺りが設置さ
れた。この時には氏子各位からの神殿用具の倉庫も奉納された。

　世の中が多様化されゆくにつれ人々の考えも色々でありますが、草花、西ヶ谷戸両町内会
の発展と親睦のために、氏子会としては神社を中心とした色々の催しを行い人々の繁栄を
モットーとして諸行事等に協力致しております。

　　２．加入条件
①年間会費 １．０００円（会費は年末、神符と引き換えに頂きます）
②役務 原則として次の事をお願いする事に成ります。

・氏子会の行事等に協力して頂くこと
・輪番制による１年間の「年番」を引き受けて頂くこと
　（年番は春祭り・総会、秋季祭礼の時に飲食の世話をする）

　　　　上述に関してご理解とご協力を賜わり、氏子会に加入して頂きたくご案内申し上げます。
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草花神社氏子会申込書

私は、氏子会の趣旨に賛同して  　　　  年　　　月　　　日より氏子会に加入を申し込みます。

住所　　あきる野市草花　　　　　　　　　番地

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

連絡先

（草花・西ヶ谷戸）　町内会　（　　　　　　）組

切り取り線


